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説 明 の た め 
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職 務 の た め 

出 席 し た 者 

事務局長  北垣 慎二 

 主  事  石橋 美佳 

議 事 日 程 

１ 議事録署名委員の指名 

２ 諸般の報告  農業委員会業務報告 

３ 報告第３号  相続の届出について 

４ 議案第９号  農用地利用集積計画（利用権設定）について 

５ 議案第 10号  農地法第３条の規定による許可申請（貸借権設

定）について 

６ 議案第 11号  農地法第３条の規定による許可申請（使用貸借

権設定）について 

７ 議案第 12号  令和４年度最適化活動の目標の設定について 

 

追加日程 

１ 議案第 13号  現況証明願いについて 
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 ただいまより令和４年第３回農業委員会総会を開催します。 

会長よりご挨拶をいただき、以後、会長のお手元で議事進行をお願いいたし

ます。（16：00開会） 

 

 【 挨 拶 】 

 

 それでは、議事日程に従いまして議事を進めます。 

 日程第１ 秩父別町農業委員会会議規則第 13 条第２項の規定により議事録

署名委員の指名をいたします。７番佐崎委員、８番佐藤委員を指名いたします。 

 日程第２ 諸般の報告、農業委員会業務報告につきましては議案の中で報告

されておりますのでお目通し願います。 

 続きまして、日程第３ 報告第３号 相続届出についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

 議案３ページをお願いします。 

 報告第３号 相続届出について 

 農地法第３条の３第１項の規定により、次のとおり相続した旨の届出書を受

理したので報告する。 

 本日付け会長からの提案でございます。 

 番号２ 所在地番 字秩父別 2099-2 外 1 筆 現況地目 畑 地積 1,563

㎡、詳細については、協議会での説明のとおりでございます。 

 以上説明とさせていただきます。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですのでお諮りします。 

 報告第３号は報告済みとしてよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

 報告第３号につきましては報告済といたします。 

続きまして、日程第４ 議案第９号 農用地利用集積計画（利用権設定）に

ついてを議題とします。 

事務局の説明を求めます。 

 

議案 4ページをお願いします。 

 議案第 9号 農用地利用集積計画（利用権設定）について 

 農業経営基盤強化促進法第 18 条第１項の規定により、秩父別町から決定を

求められた次の農用地利用集積計画について、議決を求める。 

本日付け会長からの提案でございます。 

 番号 4 対象農地は字秩父別 2017-7 48 公簿現況ともに田 地積 20,579

㎡ 期間は 3年 賃借料は 288,106円です。 

 番号 5 対象農地は字中山 4217-1 公簿現況ともに畑 地籍 53,706 ㎡ 期
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間は 10年 賃借料は全体で 50,000円です。 

 番号 6 対象農地は字中山 2120-45 公簿現況ともに畑 地積 33,996 ㎡ 期

間は 5年 賃借料は全体で 50,000円です。 

番号４ ５ ６において設定を受ける者は、農業経営基盤強化促進法第 18

条第 3項各号の要件を満たしていることを報告いたします。 

 以上、説明といたします。ご審議のうえ決定いただきますようお願いいたし

ます。 

 

皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですので、お諮りします。 

議案第９号は、原案どおり決定してよろしいでしょうか。（委員から異議な

しの声） 

 賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

 議案第９号は、原案どおり決定いたします。 

 続きまして、日程第５ 議案第 10 号 農地法第３条の規定による許可申請

（賃借権設定）についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

 議案５ページをお願いします。 

 議案第 10号 農地法第３条の規定による許可申請（賃借権設定）について 

 農地法第３条第１項の規定による農地の賃借権設定につき、次のとおり許可

申請があったのでその可否につき審議する。 

 本日付け会長からの提案でございます。 

 番号１ 対象農地は字秩父別 2023-3 4 で公簿現況ともに田が地積 59,602

㎡で、詳細は、協議会での説明のとおりでございます。期間は 1年です。 

 番号２ 対象農地は字中山4199-1-1 7 8-1 9 10 11-1で現況が全て畑 

地積 49,009.76㎡で、詳細は、協議会での説明のとおりでございます。期間は

1年です。 

 以上説明といたします。 

 ご審議のうえ決定いただきますようお願いします。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 10 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

 賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

 議案第 10号は、原案どおり決定いたします。 

続きまして、日程第６ 議案第 11 号 農地法第３条の規定による許可申請

（使用貸借権設定）についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 
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 議案６ページをお願いします。 

 議案第 11号 農地法第３条の規定による許可申請（使用貸借権設定）につ

いて 

 農地法第３条第１項の規定による農地の使用貸借権設定につき、次のとおり

許可申請があったのでその可否につき審議する。 

 本日付け会長からの提案でございます。 

 番号３ 対象農地は字一已 5962 5963 で公簿現況ともに田 地積 6,792 ㎡

で、詳細は、協議会での説明のとおりで、経営移譲によるものでございます。 

  以上説明といたします。 

 ご審議のうえ決定いただきますようお願いします。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 11 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

 賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

 議案第 11号は、原案どおり決定いたします。 

 続きまして、日程第７ 議案第 12 号 令和 4 年度最適化活動の目標の設定

についてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

 

 議案７ページをお願いします。 

 議案第 12号 令和 4年度最適化活動の目標の設定について 

 令和 4年度の最適化活動の目標の設定を別紙のとおり作成する。 

 本日付け会長からの提案でございます。 

 協議会での説明と重複しますが、８ページをお願いします。 

大きい１ 農業委員会の状況（令和 4年 4月 1日現在）です 

 １で農業委員会の体制を、２で農家農地の概要を示しています。根拠として

は、各表の※にありますとおり、農林業センサス等の統計調査結果を用いてい

ます。 

 ９ページの大きい２ 最適化活動の目標です。 

 １で最適化の成果目標として、（１）で農地の集積につて記載しています。 

この目標に合わせる形で 11ページの地域毎の数値を記載しています。 

 （２）遊休農地の解消について記載しています。 

 １０ページの（３）新規参入の促進です。過去３年の権利移動実績を基にし、

算出しています。※にありますように権利移動実績の平均の1割としています。 

 １０ページ中段ですが、２ 最適化活動の活動目標は、月 6日としています。

強化月間として、8月に遊休地解消、農地パトロールの実施、12月に農地の集

積、情報収集、1月以降にタブレットの活用した情報収集と考えています。 
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 以上説明といたします。 

 ご審議のうえ決定いただきますようお願いいたします。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 12 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

 賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

 議案第 12号は、原案どおり決定いたします。 

 以上で終わりなのですが、1件追加がございます。 

追加日程第１として、議案 13号 現況証明願いについてを議題とします。 

 事務局の説明を求めます。 

  

 議案第 13号 現況証明願いについて 

 農地法関係事務処理要領第８の４の規定に基づき願い出のあった、次の土地

の証明の適否について審議する。 

 本日付け会長からの提案であります。 

 番号 1 字中山 2120-25 26 公簿地目 雑種地 現況地目 畑 地積 

1,017㎡ 詳細は協議会での説明のとおりでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。 

 ご審議のうえ決定いただきますようお願いいたします。 

 

 皆さんからの質問・意見を伺います。（委員からなしの声） 

 質問・意見がないようですので、お諮りします。議案第 13 号は原案どおり

決定してよろしいでしょうか。（委員から異議なしの声） 

 賛成の方は、挙手願います。（全委員 挙手する） 

 議案第 13号は、原案どおり決定いたします。 

 

以上をもちまして、令和４年第３回農業委員会総会の全日程を終了いたしま

す。（16：50 閉会） 

 

 

   上記のとおり相違ないことを認め署名する。 
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